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研究要旨 健康づくり活動に関する保健活動の質を評価するため、全国で活用できる標準化され

た指標を開発することを目的として、平成 24 年度に実施した「保健活動の質の評価指標開発」1)

研究において 2領域 54 項目から構成される評価指標を作成した。この指標を用いて、全国 6都道

府県 9 市の協力を得て評価指標の有用性を検証するために、市町村において実際に保健師が行う

保健活動を評価し、意見集約を行った。この検証結果から、平成 24 年度に作成した評価指標では、

具体的な意味合いが掴みづらかったり、現場の実態が表現されてない点等が分かった。また、評

価指標の活用方法にも課題が残されており、さらなる改善を加え「健康づくりの評価指標（平成

26 年度版）案」作成した。今後、さらなる試行を重ねて標準化された指標へと精錬させていく必

要がある。

 

Ａ．研究目的 

 本研究は、これまで開発してきた健康づ

くり活動分野における活動評価指標 1)を用

いて、全国の市町村において実際に保健師

が行う保健活動を実際に評価し、評価指標

の有用性を検証し、全国どこでも用いるこ

とのできる保健活動の質の評価指標を開発

し完成させることを目的とする。 

 

Ｂ. 研究方法 

1. 研究方法 

平成 22 年度から 24 年度の 3 年間の取り

組みで、市町村における健康づくり活動の

重要な課題である生活習慣病予防をはじめ

とした「予防可能性が高い疾患の予防」と、

がんや糖尿病など「早期発見により治療効

果や重篤化の予防効果が高い疾患」に着目

し、【予防可能な疾患が予防できる】、【治療

可能な疾患の早期発見・早期治療ができる】

の二つをテーマに 54項目から構成される評

価指標を作成した。この評価指標を用いて、 

 

全国 6 都道府県 9 市の協力を得て評価指標

の有用性を検証するために、市町村におい

て実際に保健師が行う保健活動を評価し、

意見を集約した。検証協力者は〔表 1〕のと

おりである。 

表 1 検証協力者一覧 

①Ａ県青Ａ市浪岡健康福祉事務所健康福
祉課 
②Ｉ県Ｈ市役所健康福祉部健康増進課 
③Ｉ県Ｈ市役所健康福祉部健康増進課 
④Ｃ県Ｕ市健康福祉部健康センター 
⑤Ｓ県Ｆ市役所保健部健康対策課 
⑥Ｙ県Ｉ市健康福祉部健康推進課 
⑦Ｎ県Ｏ市・Ｗ市・Ｚ市（共同） 

 

2. 研究期間とプロセス 

1) 実施期間 

平成 25 年 8月 23 日～平成 26 年 1月 31 日 

2) 検証の経過 

(1)検証協力者のリクルート 

 都道府県主管部門の保健師や研究班員等

の紹介により協力者候補を選定し、評価指

標検証方法を説明する研修会への参加を依

頼した。研修会の概要は以下のとおりであ



る。 

評価指標の開発の背景 

保健活動の評価の目的 

評価枠組みの考え方 

各領域別の評価指標項目の内容 

検討していただきたいこと 

・昨年度の実績をもとに活動評価を行う 

・評価の根拠や判断 

・評価に必要な情報・資料 

・評価指標への意見 

（現場に合った表現、日常の活動を振り

返るのに適当か、力を入れている活動が

表現できる内容か、違和感はないか 

等） 

・今回の検証で見えてきた課題 

 研修会参加後、検証への協力の意思を確

認し、同意書により同意を得たのちに活動

評価を実施してもらった。 

 実際の評価のプロセスでは、検証協力者

の求めに応じて現場に出向き、再度詳細な

依頼事項の説明や仮評価段階での質疑応答、

担当者間の評価検討会の開催等を実施した。 

（倫理面への配慮） 

調査への不参加によって不利益を生じな

いこと、調査結果の公表に際しては回答機

関が特定されることのないようにすること

等を調査依頼文に明記し、同意書をもって

協力の意思の確認を行った。 

 

Ｃ． 結果・考察 

１. 検証結果 

検証結果を表２に示した。（表２）「テー

マ 1：予防可能な疾患が予防できる」につい

ては全て協力者から、「テーマ 2：治療可能

な疾患の早期発見・早期治療ができる」に

ついては 6協力者から回答が得られた。 

 

２. 評価指標に関する意見 

 検証を実施する過程で出た意見は以下の

通りであった。 

１)言葉の定義について 

・「健康づくり活動」の定義があいまい 

・活動の捉え方：事業活動と地区活動をど

うとらえるか 

・「地域のニーズに見合った」の判断基準を

どう見るか 

・健康づくりに関わる人材や施設等のとら

える範囲について判断に迷う。 

・「満足度」については、住民ニーズの個別

性が高い時代に個々の要望に応えていくこ

とは困難である。 

・食や運動、飲酒、喫煙などの生活行動は、

「がん」に特化したものではなく、生活習

慣用予防全体に関わるものである。 

２)評価基準について 

・特定保健指導等の受診率等は、制度が定

着し一定の率で推移しているため保健活動

の効果が見えにくくなっている。新規受診

者や定期受診者等に着目することが求めら

れるのではないか。 

・「がん」に関する統計は、市町村での把握

には限界がある。県レベルで捉えていくべ

きものか。 

・精検受診率の向上が保健師活動の何を評

価するのか。 

・糖尿病のコントロール不良者の定義があ

いまい 

３)組織体制に関する制約 

・常勤保健師の人件費は見えにくい。 

・「健康づくり」の予算確保については財政

の影響を大きく受ける。 

４)活動評価の対象範囲について 

・（特定）保健指導に限定せず、「重点課題」

への取り組みを想定した指標が望まれる。 



・健康づくり活動には「こころの健康」も

重要なので、これらを含めて評価できるよ

うにしてほしい。 

・各自治体の重点課題への取り組みがきち

んと評価される指標を望む。 

５)評価指標の活用方法について 

・経験年数や担当業務等に関わらず、誰が

評価しても妥当な評価結果となる指標であ

るべきである。 

・目標設定により評価が変わり、自治体の

取り組みや評価する保健師の意識の差が評

価結果に影響する。主観的な評価に留まる

のではないか。 

・保健師の取り組みにより改善できること

とそうでないことがあると考えるが、それ

をどう区別するか。 

・「できていない」という背景には「全く手

つかず」のことと「進行中だが到達してい

ない」ことがある。それが区別できるよう

な評価の表現が必要ではないか。 

６)検証を通して見えてきたこと 

・検証を通して事業を振り返ること（①効

果的な事業展開であったか、②どのような

評価ができるか、③どのような課題がある

か）を確認し、地域を見ること（①地域の

健康ニーズ、②地域で活躍している組織を

知る、③課題を整理する）を通して見えた

ことを、様々な立場の人と話し合い、課題

を共有する働きかけをしていかなければな

らないと再認識した。 

・自治体の重点課題がきちんと評価される

指標が望まれるが、汎用的な指標がよいか

は迷うところである。汎用的になると具体

的なことが見えなくなる。 

・地域診断が十分にできていなかったり、

健康課題の分析が感覚レベルであったりす

る現状があり、回答しづらい項目があった。 

 

３. 評価指標の改善とマニュアルの作成 

 今回、検証協力者の意見や改善案をもと

に、評価指標の文言やテーマの位置づけ、

評価枠組みの位置づけについて修正を行い

「評価指標（平成 26 年度版）」を作成し表 3

に示した。（表 3）また、評価の根拠や基準

の考え方については表 4に示したような「評

価マニュアル案」を作成し、評価事例を参

考に例示した。 

（表 4） 

 評価の表記については、「はい/どちらで

もない/いいえ」の 3段階表記に加えて、具

体的な状況を記載できる欄を追加し「進行

中であるかどうか」や「課題として認識し

ているが取り組めいていない」「現時点での

優先度」等が見えるような様式に修正する。 

 根拠や情報については、情報源や項目だ

けでなく、判断の根拠となる数値（目標値

との関係）や具体的な現状を記載するよう

にした。 

 「こころの健康」については、平成 25 年

度からの医療計画で取り組むべき 5疾病（が

ん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病、精神

疾患）5事業（救急医療、災害時における医

療、へき地の医療、周産期医療、小児医療

（小児救急医療を含む））として取り上げら

れており、市町村における健康づくりの重

点課題として盛り込むべき分野であると認

識している。今後どのように評価指標に加

えていくか検討する必要があると考える。 

   

Ｄ．結論 

 今回の検証結果から、「評価指標（平成）

26 年度版」」を作成した。また、評価の根拠

や基準の考え方については「評価マニュア

ル案」を作成した。評価指標の活用方法に



も課題が残されており、さらなる改善を加

えながら試行を重ねて有効な指標へと精錬

させていく必要がある。 
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